
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 14号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程

第 27号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１ )～ (８) （略） (１ )～ (８) （略） 

(９ ) 物品  原材料、消耗品、郵便切手

類並びに 有形固定 資産以外 の車両運 搬

具、工具器具及び備品をいう。 

(９ ) 物品  原材料、消耗品、郵便切手

類、量水 器（市町 村域水道 事業にお い

て経理す るものに 限る。） 並びに有 形

固定資産 以外の車 両運搬具 、工具器 具

及び備品をいう。 

(10)～ (12) （略） 

 

(10)～ (12) （略） 

 

（会計の区分） （会計の区分） 

第５条 （略） 第５条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

(１ ) 岸和田水道事業  

(２ ) 八尾水道事業  

(３ ) 富田林水道事業  

(４ ) 柏原水道事業  

(５ ) 高石水道事業  

(６ )～ (18) （略） 

 

(１ )～ (13) （略） 

（指定納付受託者の指定） （指定納付受託者の指定） 

第 18条の２ 企業長は、自治法第231条の２

の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 納 付 受 託 者

（以下「指定納付受託者」という。）を

指定することができる。 

 

第 18条の２  企業長は、地方自治法（昭和

22年 法 律 第 67号 。 以 下 「 自 治 法 」 と い

う。）第231条の２の３第１項に規定する

指 定 納 付 受 託 者 （ 以 下 「 指 定 納 付 受 託

者 」 と い う 。 ） を 指 定 す る こ と が で き



る。 

 

（たな卸資産の範囲） （たな卸資産の範囲） 

第76条  （略） 第76条  （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

 (３ ) 量水器（市町村域水道事業におい

て経理するものに限る。） 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（貯蔵計画） （貯蔵計画） 

第 78条  所属長は、毎年度予算案の編成時

に、たな卸資産の過去の使用実績、現在

の保有高及び使用予定に基づいて年間貯

蔵計画を立て、総務部長に提出するもの

とする。 

第 78条  所属長は、毎年度予算案の編成時

に、たな卸資産の過去の使用実績、現在

の保有高及び使用予定に基づいて年間貯

蔵計画を立て、経営管理部長に提出する

ものとする。 

２  総務部長は、前項の年間貯蔵計画の提

出を受けたときは、それに基づいてたな

卸資産購入限度額調書を作成するものと

する。 

 

２  経営管理部長は、前項の年間貯蔵計画

の提出を受けたときは、それに基づいて

たな卸資産購入限度額調書を作成するも

のとする。 

 

（実地たな卸） （実地たな卸） 

第 90条  物品出納員は、たな卸資産につい

て、総務部長が別に定める方法により、

毎事業年度実地たな卸を行わなければな

らない。 

第 90条  物品出納員は、たな卸資産につい

て、経営管理部長が別に定める方法によ

り、毎事業年度実地たな卸を行わなけれ

ばならない。 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

（直購入） （直購入） 

第 93条  総務部長は、第 76条第１項各号に

掲げる物品のうち、購入後直ちに使用す

る予定のもので、直接当該予算科目の支

出として処理することができるものを定

めることができる。 

第 93条  経営管理部長は、第 76条第１項各

号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使

用する予定のもので、直接当該予算科目

の支出として処理することができるもの

を定めることができる。 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

（建設仮勘定の精算） （建設仮勘定の精算） 

第 100条  総務部長は、前条第１項の建設又

は改良工事等が完成したときは、速やか

に建設仮勘定の精算を行い、固定資産の

当該科目への振替の手続をとらなければ

ならない。ただし、未稼働施設は、この

第100条  経営管理部長は、前条第１項の建

設又は改良工事等が完成したときは、速

やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資

産の当該科目への振替の手続をとらなけ

ればならない。ただし、未稼働施設は、



限りでない。 

 

この限りでない。 

 

（償却資産） （償却資産） 

第 101条  総 務 部 長 は 、 固 定 資 産 の う ち 土

地、建設仮勘定、建設受託工事仮勘定及

び投資その他の資産を除く資産を償却資

産として毎事業年度減価償却を行わなけ

ればならない。 

 

第 101条  経営管理部長は、固定資産のうち

土地、建設仮勘定、建設受託工事仮勘定

及び投資その他の資産を除く資産を償却

資産として毎事業年度減価償却を行わな

ければならない。 

 

（減価償却の方法） （減価償却の方法） 

第102条  （略）  第 102条  （略）  

２  総務部長は、前項の規定により減価償

却を行ったときは、減価償却計算書を作

成するものとする。 

２  経営管理部長は、前項の規定により減

価償却を行ったときは、減価償却計算書

を作成するものとする。 

３ （略） 

 

３  （略） 

 

（減価償却の特例） （減価償却の特例） 

第102条の３ （略）  第 102条の３ （略）  

２  前項の規定により減価償却を行う場合

は、あらかじめその年数について総務部

長の決裁を受けなければならない。 

 

２  前項の規定により減価償却を行う場合

は、あらかじめその年数について経営管

理部長の決裁を受けなければならない。 

 

（予算の編成） （予算の編成） 

第 128条  総務部長は、企業長が定める予算

編成方針に従い過年度の実績、前年度決

算見込、資金収支計画及び将来の事業計

画等から適正な予算見積りを行わなけれ

ばならない。 

第 128条  経営管理部長は、企業長が定める

予算編成方針に従い過年度の実績、前年

度決算見込、資金収支計画及び将来の事

業計画等から適正な予算見積りを行わな

ければならない。 

２  総務部長は、毎事業年度において予算

の原案作成に必要な資料の提出を所属長

に要求し、その説明を聴取の上、審査及

び調整し、予算編成に必要な書類を作成

するものとする。 

２  経営管理部長は、毎事業年度において

予算の原案作成に必要な資料の提出を所

属長に要求し、その説明を聴取の上、審

査及び調整し、予算編成に必要な書類を

作成するものとする。 

３  総務部長は、第１項に規定する予算見

積りの内容を調査の上、予算の原案及び

予算に関する説明書を作成し、企業長の

決裁を受けなければならない。なお、予

算 に 関 す る 説 明 書 の う ち 予 定 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算書の作成は、間接法によ

るものとする。 

３  経営管理部長は、第１項に規定する予

算見積りの内容を調査の上、予算の原案

及び予算に関する説明書を作成し、企業

長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 な

お、予算に関する説明書のうち予定キャ

ッシュ・フロー計算書の作成は、間接法

によるものとする。 

４ （略） 

 

４  （略） 

 



（資金収支状況） （資金収支状況） 

第 130条  総務部長は、毎月末をもって当該

月分の資金収支状況を作成しなければな

らない。 

第 130条  経営管理部長は、毎月末をもって

当該月分の資金収支状況を作成しなけれ

ばならない。 

２  総 務 部 長 は 、 必 要 が あ る 場 合 に お い

て、資金収支計画書の提出を所属長に要

求することができる。 

 

２  経営管理部長は、必要がある場合にお

いて、資金収支計画書の提出を所属長に

要求することができる。 

 

（資金収支見込表の作成） （資金収支見込表の作成） 

第 131条  総務部長は、前条各項の資料に基

づき毎月予算執行に必要な資金の収支見

込みを表示した資金収支見込表を作成し

なければならない。 

 

第 131条  経営管理部長は、前条各項の資料

に基づき毎月予算執行に必要な資金の収

支見込みを表示した資金収支見込表を作

成しなければならない。 

 

（流用） （流用） 

第 132条  総務部長は、予算の流用を必要と

するときは、流用の伺いにより、項の金

額については副企業長の決裁を受けて行

うものとする。なお、目の金額について

の決裁は、総務部長限りとする。 

 

第 132条  経営管理部長は、予算の流用を必

要とするときは、流用の伺いにより、項

の金額については副企業長の決裁を受け

て行うものとする。なお、目の金額につ

い て の 決 裁 は 、 経 営 管 理 部 長 限 り と す

る。 

 

（予備費の充当） （予備費の充当） 

第 133条  総務部長は、予備費の充当を必要

と す る と き は 、 予 備 費 充 当 の 伺 い に よ

り、副企業長の決裁を受けて行うものと

する。 

 

第 133条  経営管理部長は、予備費の充当を

必要とするときは、予備費充当の伺いに

より、副企業長の決裁を受けて行うもの

とする。 

 

（予算超過の支出） （予算超過の支出） 

第 134条  総 務 部 長 は 、 業 務 量 の 増 加 に よ

り、業務のため直接必要とする経費に不

足が生じたときは、予算超過の伺いによ

り企業長の決裁を受けて、増加する収入

に相当する金額を、増加する業務のため

直 接 必 要 な 経 費 に 使 用 す る こ と が で き

る。 

第 134条  経営管理部長は、業務量の増加に

より、業務のため直接必要とする経費に

不足が生じたときは、予算超過の伺いに

より企業長の決裁を受けて、増加する収

入に相当する金額を、増加する業務のた

め直接必要な経費に使用することができ

る。 

２  総務部長は、現金の支出を伴わない経

費 に つ い て 、 必 要 が あ る 場 合 に お い て

は、前項に規定する手続により予算に定

め る 金 額 を 超 え て 支 出 す る こ と が で き

る。 

 

２  経営管理部長は、現金の支出を伴わな

い経費について、必要がある場合におい

ては、前項に規定する手続により予算に

定める金額を超えて支出することができ

る。 

 

（予算の繰越） （予算の繰越） 



第135条  総務部長は、予算に定めた建設又

は改良に要する経費のうち、年度内に支

出義務が生じなかったものについて、そ

の額を翌事業年度に繰り越して使用する

必要がある場合においては、繰越計算書

を作成しなければならない。 

第 135条  経営管理部長は、予算に定めた建

設又は改良に要する経費のうち、年度内

に 支 出 義 務 が 生 じ な か っ た も の に つ い

て、その額を翌事業年度に繰り越して使

用する必要がある場合においては、繰越

計算書を作成しなければならない。 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（債務負担行為） （債務負担行為） 

第 136条  総務部長は、次年度以降にわたっ

て債務負担行為をしようとする場合は、

その理由、目的、行為をなすべき年度及

び限度額を定め、企業長の決裁を受けな

ければならない。 

 

第 136条  経営管理部長は、次年度以降にわ

たって債務負担行為をしようとする場合

は、その理由、目的、行為をなすべき年

度及び限度額を定め、企業長の決裁を受

けなければならない。 

 

（経理状況の報告） （経理状況の報告） 

第 137条  総務部長は、毎月末において試算

表を作成し、資金収支見込表と併せて翌

月 20日 ま で に 企 業 長 に 報 告 す る と と も

に、監査委員に提出する手続をとらなけ

ればならない。 

 

第 137条  経営管理部長は、毎月末において

試算表を作成し、資金収支見込表と併せ

て翌月 20日までに企業長に報告するとと

もに、監査委員に提出する手続をとらな

ければならない。 

 

（決算の総括） （決算の総括） 

第 138条  総務部長は、決算に関する事務を

総括し、翌事業年度の５月末日までに地

企 法 第 30条 第 １ 項 の 決 算 に 関 す る 書 類

（以下「決算書」という。）を作成し、

企 業 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 な

お 、 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 の 作 成

は、予定キャッシュ・フロー計算書作成

と同じ方法によるものとする。 

 

第 138条  経営管理部長は、決算に関する事

務を総括し、翌事業年度の５月末日まで

に地企法第 30条第１項の決算に関する書

類 （ 以 下 「 決 算 書 」 と い う 。 ） を 作 成

し、企業長に報告しなければならない。

なお、キャッシュ・フロー計算書の作成

は、予定キャッシュ・フロー計算書作成

と同じ方法によるものとする。 

 

（決算資料の提出） （決算資料の提出） 

第 139条  所属長は、毎事業年度経過後速や

かに決算書の作成に必要な資料を総務部

長に提出しなければならない。 

 

第 139条  所属長は、毎事業年度経過後速や

かに決算書の作成に必要な資料を経営管

理部長に提出しなければならない。 

 

（帳簿の締切等） （帳簿の締切等） 

第 141条  総務部長は、元帳その他の帳票等

の締切りを行い、繰越試算表を作成しな

ければならない。 

 

第 141条  経営管理部長は、元帳その他の帳

票等の締切りを行い、繰越試算表を作成

しなければならない。 

 

（業務状況報告） （業務状況報告） 



第151条  総務部長は、企業条例第６条に規

定する業務状況書を作成しなければなら

ない。 

第 151条  経営管理部長は、企業条例第６条

に規定する業務状況書を作成しなければ

ならない。 

２  処務規程第１条に規定する各課の長及

び同規程第２条に規定する各水道センタ

ーの長は、前項の規定による業務状況書

の作成に必要な書類を作成し、総務部長

に送付しなければならない。 

 

２  処務規程第１条に規定する各課の長及

び同規程第２条に規定する各水道センタ

ーの長は、前項の規定による業務状況書

の作成に必要な書類を作成し、経営管理

部長に送付しなければならない。 

 

（企業債償還年次表及び企業債台帳） （企業債償還年次表及び企業債台帳） 

第 154条  総務部長は、企業債台帳を常に整

理し、毎事業年度当初又は必要の都度企

業債償還の年次表を作成しなければなら

ない。 

 

第 154条  経営管理部長は、企業債台帳を常

に整理し、毎事業年度当初又は必要の都

度企業債償還の年次表を作成しなければ

ならない。 

別表第１（第３条関係） 

 第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

金銭

出納

員 

総務部 

 

（略） （略） （略） 

分任

金銭

出納

員 

経営管理部 総務部 

総務課

課長補

佐 

 

 

 

 

（略） （略） 

総務部 

広域事業部 

水道事業部 

（略） （略） （略） 

水道センタ

ー 
 

（略） 

 

岸和田

水道セ

ンター 

次長 

八尾水

道セン

ター 

次長 

富田林

水道セ

ンター 

次長 

上記以

外の総

務課を

置く水

道セン

ター 

（略） 

総務課 （略） 

別表第１（第３条関係） 

 第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

金銭

出納

員 

総務部 

 

（略） （略） （略） 

分任

金銭

出納

員 

経営管理部 経営管

理部 

総務課

参事 

経営管

理部 

総務課

副参事 

（略） （略） 

総務部 

広域事業部 

水道事業部 

（略） （略） （略） 

水道センタ

ー 
 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課

を置く

水道セ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

上記以 （略） 



を置か

ない水

道セン

ター 

（略） （略） （略） 

物品

出納

員 

経営管理部 総務部 

総務課

庶務担

当主査 

総務部 

総務課

課長補

佐 

（略） 

総務部 

広域事業部 

水道事業部 

 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

外 

 

 

 

（略） （略） （略） 

物品

出納

員 

経営管理部 経営管

理部 

総務課

庶務担

当主査 

経営管

理部 

総務課

参事 

（略） 

事業管理部 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

別表第４（第38条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 

経営管理部 総務部 

総務課課長

補佐 

 

 

総務部 

総務課庶務

担当主査 

総務部 

広域事業部 

水道事業部 

（略） （略） （略） 

水道センター   

 

岸和田水道

センター 
次長 総務課長 

八尾水道セ

ンター 
次長 総務課長 

富田林水道

センター 
次長 総務課長 

上記以外の

総務課を置

く水道セン

ター 

（略） （略） 

総務課を置

かない水道

センター 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

別表第４（第38条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 

経営管理部 経営管理部 

総務課参事 

 

 

 

経営管理部 

総務課庶務

担当主査 

事業管理部 

 

 

（略） （略） （略） 

水道センター   

 

 

 

 

 

 

 

総務課を置

く水道セン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

上記以外 

 

 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

別表第５（第76条関係） 

大分類 小分類 

原材料 

（略） 

給水装置 

その他 

（略） 

 

（略） 

備考 

 給水装置は、市町村域水道事業におい

て経理するものに限る。 

別表第５（第76条関係） 

大分類 小分類 

原材料 

（略） 

 

その他 

（略） （略） 

量水器 量水器 
 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


